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本仕様書は、本市が行う「令和５年度地域共生社会の実現に向けた取組ＰＲ映像制作業務委託」（以下

「本業務」という。）に適用するものとする。 

 

１ 業務の目的                                        

 本市において、平成３０年８月からモデル事業として、令和４年４月からは、国の「重層的支援体制

整備事業」の枠組みを活用して取り組んでいる「高松型地域共生社会構築事業」について、映像で分か

りやすく「見える化」し、啓発ツールとして活用することで、地域住民及び関係機関、関係職員等に対

し、地域共生社会実現に向けての意識醸成、当該事業への理解促進を図ることを目的とする。 

 

２ 業務期間                                         

  契約締結の日から令和６年３月１１日まで 

 

３ 業務内容                                          

(１) 映像制作に係る全ての作業 

   企画、ロケーションハンティング、シナリオ作成、演出・出演者調整、撮影、編集、音声収録、 

ＢＧＭ、ナレーション等 

(２) 市との打合せ 

(３) 成果物の納品 

 

４ 制作映像                                          

(１) 規格等 

   制作タイプ数：１タイプ 

   映像の時間 ：５分以内 

   画質等   ：フルハイビジョン（１６：９） 

   パッケージ ：紙ジャケット 

 

(２) 使用用途 

当該事業の住民説明会・関係者会議・職員研修会等での使用 

学校等の授業での教育目的の使用 

   インターネットでの配信など 

 

(３) 映像の概要 

   テーマ ：ほっとけん市民みんなでつくる ほっとかんまち高松 

   映像要素： 

   （ア）問題提起 

・ダブルケア、引きこもり、８０５０問題など、人口減少・少子高齢化が進むなかで社会問題 

となっている事例を挙げ、「地域共生社会」が提唱される社会的背景とその必要性を伝える。 

（イ）高松市が目指す「高松型地域共生社会」の姿・ビジョン 
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（ウ）事業取組状況 

  ・高松型地域共生社会構築事業（全世代・全分野型の地域包括支援） 

① 地域のみんなで助け合う仕組みづくり 

  地域づくり事業 ※平成３１年４月～（令和４年４月～共助の基盤づくり事業） 

～誰かの困りごとも「わがこと」として支え合う地域づくり～（地域での取組） 

参加支援事業 ※令和４年４月～ 

～社会参加の難しい方へ地域の社会資源などを活用し、社会とつながる関係づくり～ 

② 話しやすく分かりやすい身近な相談支援 

  包括的相談支援事業 ※平成３０年８月～ 

  ～総合センターを核とした「まるごと」受け止め、「つながる」支援体制～ 

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 ※令和４年４月～ 

  ～どこにもつながっていない悩みを地域に出向いて受け止める支援体制～ 

③ 暮らしのどんな困りごとにも対応できる仕組みづくり 

  多機関協働事業 ※令和４年４月～ 

     ～「まるごと」受け止めた相談から役割分担を行い、関係機関につなぐ仕組み～ 

※ 参考資料 

       ・厚生労働省ホームページ 地域共生社会のポータルサイト 

           https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/ 

・厚生労働省ホームページ 「地域共生社会」の実現に向けて 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184346.html 

       ・高松市公式ホームページ「もっと高松」高松型地域共生社会構築事業 

  https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kenkou/chiiki_fukushi/kfsoum2018kyosei.html 

       ・令和４年度まるごと福祉相談員周知啓発チラシ（本仕様書の末尾に添付） 

       ・住民向け事業周知啓発チラシ（本仕様書の末尾に添付） 

 

   ポイント： 

（ア）分かりやすく、老若男女が共感できる内容にすること。 

（イ）地域共生社会の実現に向けて、住民や関係者の興味関心の醸成につながる内容とすること。 

（ウ）ナレーションやテロップ等を挿入し、映像だけで内容が分かるよう工夫すること。 

（エ）音楽や効果音、アイコン等を効果的に使用し、視聴者を飽きさせない工夫をすること。 

（オ）高松市のオリジナリティを重視すること。 

（カ）複数年使用することを考慮した内容とすること。 

   （キ）出演者を活かした内容とすること。（出演者同士のやり取りやロケーション撮影等） 

 

出演予定者：香川県 住みます芸人（梶 剛氏）、高松型地域共生社会構築事業関係事業者等 

       

５ 提出書類                                         

  本業務の着手及び完了に当たって本市の契約約款に定めるもののほか、下記の書類を提出しなけれ
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ばならない。 

  （１）着手届 （２）完了届 （３）請求書 

  なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を受けなければならない。 

 

５ 成果品                                          

(１) 映像 

   ＤＶＤ ３枚（ＤＶＤビデオ形式ＭＰＥＧ－２、片面１層） 

(２) 各種ファイル 

   ＤＶＤ 正副１枚 ※容量が１枚を超過する場合は必要数 

  （ア）動画ファイル（ｗｍｖ、ｍｐ４の２形式：画面サイズ 1920×1080） 

  （イ）制作に伴う写真、イラスト、図、原稿等（汎用的なファイル形式（JPEGなど）） 

 

６ 著作権等                                          

(１) 成果品に関する全ての著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権利を含む。）は、本市に帰属

する。 

(２) 本業務により得られたデータ等、全てについて、本業務の目的以外に使用、流用等をしてはなら

ない。 

(３) 受託者は、本市が認めた場合を除き、成果品に係る著作者人格権を行使できないものとする。 

(４) 本業務で制作・納品された成果品を期間の制限なく無償で、インターネット、印刷物、ＤＶＤ、

講演・講習、放送番組等のあらゆる媒体、手段、手法により、公表（公開、配布、放送等）及び公衆

送信等ができるよう、二次利用可能な権利関係に関する調整を行うこと。 

(５) 成果品に使用する映像・音楽等の著作権上の権利関係に関しては、受託者において全ての処理を

完了させた上で納品すること。 

(６) 成果品の出演者の肖像権等については、受託者の責任において、撮影前に権利者等への了承を得

ること。 

 (７) 成果品については、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。なお、第三者が

有する知的財産権の侵害の申立てを受けたときには、受託者の責任（解決に要する一切の費用負担を

含む。）において解決すること。 

 (８) 本業務の実施に伴い第三者との間に発生したトラブルに対しては、責任をもって対処すること。 

(９) 文献その他の資料を引用した場合は、その文献名又は資料名等を明記するものとする。 

 

７ 業務責任者                                         

  受託者は、制作業務に当たる業務責任者を置くとともに、本業務担当の業務従事者を特定しておく 

こと。業務責任者は映像や画像制作に必要な知識と技能を有し、委託業務を統括し、本市との連絡調整

の窓口となること。 

 

８ 業務の委任                                         

受託者は、本業務の全部を一括して再委託してはならない。ただし、再委託先の業務内容、体制及び
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責任者を明記し、予め本市に報告し承認を得た場合は、この限りでない。 

 

９ 費用の負担                                        

  本業務の執行等に伴う、使用料、出演料、謝礼等、必要な費用は、本仕様書に明記のないもので   

あっても、原則として受託者の負担とする。 

  ただし、香川県 住みます芸人（梶剛 氏）が出演する場合、その出演委託料は受託者の負担に含まな

い。 

 

10 打合せ                                         

受託者は、常に本市と緊密な連絡を取り、適宜、十分な打合せを行うとともに、作業の途中に 

おいて中間報告を求められた時は、直ちに報告を行わなければならない。 

 

11 成果品の審査                                       

(１) 受託者は、業務完了前に本市の成果品審査を受けなければならない。 

 (２) 審査において、訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなければならない。 

 

12 業務の完了                                        

本業務は、成果品審査に合格後、本仕様書に指定された成果品一式を納品し、本市の検査をもって完

了とする。なお、業務完了後において、明らかに受託者の責めに帰する瑕疵が発見された場合、受託者

は、直ちに当該業務の修正を行わなければならない。 

 

13 個人情報の保護                                      

  受託者は、本業務の実施に当たり個人情報を取り扱う場合は、次の事項を遵守しなければならない。 

(１) 受託者は、本業務の実施に当たり知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その

他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(２) 受託者は、本業務の実施に当たり本市から引き渡された、個人情報が記録された資料等を、 

 本市の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

(３) 受託者は、本業務の実施に当たり、本市から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作

成した個人情報を記録した資料等は、本業務の完了後直ちに本市に返還し、又は引き渡すものとす

る。ただし、本市が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

(４) 受託者は、前３号に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速や 

 かに本市に報告し、その指示に従うものとする。 

 

14 損害賠償                                         

受託者は、本業務実施中に生じた諸事故に対して、一切の責任を負い、本市に速やかに報告するも 

のとする。また、受託者の故意又は過失により、市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠 

償しなければならない。 
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15 参考資料の貸与                                      

受託者は、本業務の実施に当たり本市から貸与された資料について、破損、滅失、盗難等のないよう

慎重に取り扱うものとし、本市の承諾なくして複製してはならない。 

  また、業務完了後、市から返納を求められた場合は、速やかに返納するものとする。 

 

16 適正な労働条件の確保                                    

  労働関係法規の遵守及び適正な労働条件の確保に関しては、次によること。 

(１) 所定労働時間については、労働基準法に基づき、工事の施工や業務の実施に当たっては、就労 

 の実態を踏まえ、完全週休２日制の導入や１日の労働時間を縮減する等、法定労働時間の週４０時 

 間（特例措置の適用を受ける事業にあっては、週４４時間）を遵守すること。  

また、時間外、休日及び深夜（午後１０時から翌日の午前５時まで）に、労働させた場合において

は、同法に定める率の割増賃金を支払うこと。 

(２) 雇入れの日から起算して６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した労働者に対して、 

 最低１０日の年次有給休暇を付与すること。いわゆるパートタイム労働者についても、所定労働日 

 数に応じて年次有給休暇を付与すること。 

(３) 労働者の雇入れに当たっては、賃金、労働時間その他の労働条件を明示した書面を交付するこ

と。 

(４) 賃金は毎月１回以上、一定の期日にその全額を直接、労働者に支払うこと。支払の遅延等の事 

 態が起こらないよう十分配慮すること。賃金については、最低賃金法の定めるところにより最低賃金

額以上の額を支払うこと。 

 (５) 労働保険はもとより、労働者の福祉の増進のため健康保険及び厚生年金保険は法令に従い加入 

 すること。 

なお、健康保険及び厚生年金保険の適用を受けない労働者に対しても、国民健康保険及び国民年

金に加入するよう指導すること。 

(６) (１)から(５)までに定めるもののほか、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規を遵守 

すること。 

 

17 その他留意点                                       

(１) 受託者は、本業務の実施に当たり、関連する法令等を遵守しなければならない。 

(２) 本業務に伴う必要な費用は、原則として、受託者の負担とする。 

(３) 本市は、事業の趣旨に逸脱する行為が認められた場合は、契約の解除等をなすことができるもの

とする。 

(４) 本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、 

本市と受託者で協議の上、これを定める。 
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令和４年度まるごと福祉相談員周知啓発チラシ（表面） 
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令和４年度まるごと福祉相談員周知啓発チラシ（裏面） 
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 住民向け事業周知啓発チラシ（表面） 
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住民向け事業周知啓発チラシ（裏面） 


